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 日程第４ 議事 

日程第５ 教育長の報告 
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（鈴木教育長）ただいまより、令和５年第１回酒田市教育委員会定例会を開会いたします。

本日は、全員出席ですので直ちに会議を開きます。 

  

◎ 会期 

 

（鈴木教育長）日程第１ 会期の決定を議題といたします。会期は本日１日限りとしたい

と思いますけれども、ご異議ございませんでしょうか。 

 

（各委員「異議なし」） 

 

（鈴木教育長）ご異議なしと認めます。よって、会期は本日１日限りと決定いたしました。 

 

◎ 会議録署名委員の指名 

 

（鈴木教育長）次に日程第２ 会議録署名委員の指名を議題といたします。本日の署名委

員に岩間委員と神田委員を指名したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（各委員「異議なし」） 

 

（鈴木教育長）ご異議なしと認めます。よって、会議録署名委員は岩間委員と神田委員に

決定いたしました。 

 

◎ 前回会議録の承認 

 

（鈴木教育長）次に日程第３ 前回会議録の承認を議題といたします。前回定例会会議録

の写しを事前にお示ししておりますので、そちらでご了承くださるようお願いいたしま

す。 

 

◎ 議事  議第１号 酒田市教育委員会を実施機関とする情報公開に関する規則の一部

改正について 

      議第２号 酒田市教育委員会を実施機関とする個人情報保護に関する規則の

一部改正について 

      議第３号 ミライニ運営評価審議会委員の委嘱について 

      

（鈴木教育長）次に日程第４ 議事に入ります。ここで発議いたします。議第３号は、人

事案件であることから、酒田市教育委員会会議規則第１４条に基づき、非公開としたい

◎ 開議 
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と思います。議第３号を非公開とすることに賛成の委員は、挙手をお願いします。 

 

（鈴木教育長）ありがとうございます。全員の賛成がございましたので、議第３号は非公

開といたします。また、ただいま非公開としました議案については、最後に審議を行い

たいと思います。 

 

（鈴木教育長）それでは議第１号 酒田市教育委員会を実施機関とする情報公開に関する

規則の一部改正について 及び議第２号 酒田市教育委員会を実施機関とする個人情

報保護に関する規則の一部改正について を議題といたします。これについて一括して

提案願います。 

 

（企画管理課長）それでは、一括でご説明いたします。 

本市の公文書に関する法令は、公文書の保存や管理に関する酒田市公文書等の管理に関

する条例、行政情報の公開手続き等を定めた酒田市情報公開条例、個人情報の保護及び

開示に関する酒田市個人情報保護条例、の３つの例規により構成されております。 

さらに、これら３つの例規に準拠し、教育委員会などの実施機関ごとにその手続等を定

める規則が整備されております。 

議第１号及び議第２号は、この規則に該当するものでございます。 

３つの例規は互いに影響し合う関係にあり、常に制度間の調整を行っております。 

今般、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、個

人情報保護制度が改められ、地方自治体の個人情報保護については自治体ごとに条例で

定めていたものが、個人情報の保護に関する法律に一元化されることとなりました。 

この改正のねらいは、社会全体でデジタル化に対応した個人情報の保護とデータ流通の

両立が要請される中、医療分野・学術分野の規制を国公立と民間の規律を同等のものに

することや、自治体ごとの条例の規定・運用の相違からデータ流通の支障になっている

ことなどへの対応をするものでございます。 

そのため、本市では、先の１２月定例会でデジタル社会の形成を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定し、その中で酒田市

個人情報保護条例や酒田市特定個人情報保護条例が廃止されたほか、酒田市個人情報の

保護に関する法律施行条例が新たに制定されました。 

議第２号の酒田市教育委員会を実施機関とする個人情報保護に関する規則はこれらの

廃止された条例の例によっていたため、一元化された個人情報の保護に関する法律及び

１２月議会で制定された酒田市個人情報の保護に関する法律施行条例の例によるもの

と改正するものでございます。 

また、対象となる制度の根拠が条例から法律に切り替わったため、これまで個人情報保

護条例で対象としていた指定管理者が保有する公文書等を制度の対象としていたも  

のが、法律では対象外とされたことから、この法改正を機に制度間の均衡を図るため、

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例
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の整備に関する条例の制定により、酒田市情報公開条例の対象となる文書の名称が行政

情報から酒田市公文書管理条例で規定する公文書に改められました。 

そのため、教育委員会規則においても議第１号のとおり、文書の名称を行政情報から公

文書に改めるものでございます。 

以上、よろしくご審査くださいますようお願いいたします。 

 

（鈴木教育長）ただいま議第１号及び議第２号の説明ありましたけれども、どちらでもか

まいませんが、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

 

（阿部委員）第１号議案についてですけれども、今ご説明あった通り行政情報から公文書

に変更という事ですけれども、具体的に何かが変わるというのはお示しできるものがあ

れば教えて頂きたい。 

 

（企画管理課長）市全体の大元の条例を市長部局で制定しておりますが、法令上、実施機

関ごとに定めなければならないとされているため、教育委員会を実施機関として大元の

条文を引用して定めるものです。大元の条例に改正があれば、引用する条文を改正しま

すが、特別に何か別のものを定めるという事でも、新たなことが発生するということで

はありません。 

 

（鈴木教育長）他にございますでしょうか。 

ないようですので、順次お諮りいたします。議第１号 酒田市教育委員会を実施機関と

する情報公開に関する規則の一部改正について を提案のとおり決するにご異議ござ

いませんか。 

 

（各委員「異議なし」） 

 

（鈴木教育長）ご異議なしと認めます。よって、議第１号は提案のとおり決しました。 

 次に、議第２号 酒田市教育委員会を実施機関とする個人情報保護に関する規則の一部

改正について を提案のとおり決するにご異議ございませんか。 

 

（各委員「異議なし」） 

 

（鈴木教育長）ご異議なしと認めます。よって、議第２号は提案のとおり決しました。 

  

◎ 教育長報告 

 

（鈴木教育長）次に、日程第５ 教育長の報告ですが、今回私からの報告はございません。 

 

◎ その他の報告 
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（鈴木教育長）日程第６ その他に入ります。報告事項１について説明がありますので、

お願いいたします。 

 

（教育次長）それでは、報告事項１ 令和４年酒田市議会１２月定例会における質問状況

について（教育委員会関係）について説明をさせて頂きます。 

市議会１２月定例会において、各会派等を代表しての代表質疑は日本共産党酒田市議団

からございました。資料２ページにございますように、教育委員会関連としましては、

議第８８号酒田市体育館、酒田市国体記念体育館及び酒田市飯森山多目的グラウンドの

指定管理者の指定について ということで、前回よりも全体として指定管理者選定評価

の得点が高くなった要因は何かという質問がございました。指定管理者選定事務の所管

は総務部となっております。とびしまマリンプラザ、学童保育所及び山王くらぶに対す

る質問と同様、総務部長が答弁をしております。 

  総務部長の答弁の概要といたしましては、前回（平成２９年）と今回では、指定管理

候補者選定のための選定基準が異なるため単純な比較はできないが、施設運営に対する

意欲等で高い評価を得ている。これは、今までの４年間の実績及びヒアリングを通して

自主事業や障がい者スポーツの受入れについての提案が高く評価されたものである。と

いうものでございました。このことが、前回よりも高い評価を得たという答弁でござい

ます。 

続きまして、教育委員会関連の一般質問といたしましては、１２月１３日、１４日、及

び１５日の３日間に、２問目以降のものも合わせまして、項目数で延べ２２項目ござい

ました。一般質問全体でおおよそ１２０項目でございましたので、教育委員会関連は１

８．３％、全体の５分の１弱となります。一般質問をされた議員１６人中７人の議員か

らさまざまなテーマで質問がございました。 

具体的には、教育環境や学校行事における新型コロナウイルス感染症への対応、酒田駅

前交流拠点施設ミライニの運営状況、不登校児童生徒への対応、小学校高学年教科担任

制、山形県立致道館中学校・高等学校開校の影響、休日の中学校運動部活動の地域移行

とスポーツ少年団との連携など学校教育課、社会教育文化課及びスポーツ振興課に対す

る質問がございました。 

今回、資料の７ページには明記されておりませんが、ここでの２問目として１５番目の

伊藤欣也議員からは大項目１の（２）プロジェクト３０-３０の課題に関連いたしまし

て、市民部で所管しておりますまちづくり推進課のひとづくり・まちづくり交付金に係

る地域の教育力向上加算に係る質問が、１６番齋藤直議員の大項目１の（１）少子化を

どう捉えているかに関連いたしまして、中学校におけるインターンシップの現状につい

て、それぞれ２問目として質問がございました。 

 なお、プロジェクト３０-３０とは、本市一般会計における令和５年度以降５年間の財

政的な目標として、借金である市債借入額を３０億円以内にとどめ、貯金である財政調
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整基金残高を３０億円以上にしていくというものでございます。 

なお、一般質問の質問概要及び答弁内容の詳細につきましては８ページから２７ページ

をご参照ください。 

わたくしからの報告は以上でございます。 

 

（鈴木教育長）ただいまの報告につきまして、ご質問等ございますでしょうか。 

 

（村上委員）感想でもよろしいですか。ミライニについてでした。今年度ミライニのイベ

ントとか企画は、朗読があったりコンサートがあったり、またストレッチとかニュース

ポーツとか幅広くいろいろなものが取り上げられていて、私も一人の市民としてとても

わくわく感を持って見ていたという気がいたします。そして答弁にもございましたとお

り、ミライニのあらゆるスペースをどんなふうに使えるのか、検証していく一年という

ことで、その言葉に納得したところでした。そんな中で、実は昨日図書館に行ったとこ

ろ、図書館の展示の中に企画展示として図書館とヘルスケアのコラボレーションみたい

なものがあって、それが義肢装具と２月には嚥下食という事でテーマが掲げられたのを

見て、多くはないけれども本当に困っている小さな声をすくい上げるというか、その事

にも対応するというのが１つのミライニの姿勢なのかなと、広場であること、そして共

に生きるとしたときに、やはりその小さい声も低い声もしっかりと受け取ってというこ

とが、とっても大事なような気がしました。ぜひこれからも想いとか願いとかを大切に

なさって、小さな声も拾い上げながら企画を進めていただければ大変ありがたいなと思

いました。 

 

（鈴木教育長）ありがとうございます。先日、４０万人を超えたという新聞報道もありま

したし、ついでになりますがフェイスブックを見ると、今、みんなの学校にしたいとい

う館長の想いがあって、それでみんなの学校の映画を持ってくることになって、それの

運営をしてくれる方を今募っているみたいです。それがフェイスブックに出ていました。 

 

（村上委員）自分自身も介護をしてきたという経験があるものですから、その嚥下食とい

うのが出た時に、例えば嚥下について学びに行くんだけれども、そのついでというか、

結構大変な状況にある方たちがちょっと本に触れたり、ホッとすることが出来たらそれ

もまたいいのかなと思って見てきたところでした。 

 

（鈴木教育長）ありがとうございます。先程のフェイスブックには、図書室でモルックを

やっている写真とかもありましたので、いろいろスペースを使っていろんなことに取り

組んでいる方たちがいました。 

 他にございませんか。 

 

（岩間委員）私も感想と質問となりますけれども、１２ページのところにミライニの図書



6 

館としての利用ということで、来館者数も延びて今まで訪れる方が少なかった層がすご

く増えていて、数は増えているんですけれども延びた冊数の数量だけではなくて、やは

りどんな本が求められているのかとか、何度も足を運ぶにあたって物があるから行くと

いうことなので、狙いを定めてこんな世代にこんな子ども達に読んでもらいたい本みた

いなものも、よく内容を調べてエビデンスを取って継続的に、イベントも大事ですけれ

ども図書館本来の目的もしっかりと追求して頂きたいなと思いました。 

 学校図書との連携といいますか、普段学校に本が広く浅く置いてあって、それがミライ

ニに行くともっと詳しいものもありますよとか、子ども達に本に興味を持たせて、そこ

から足を運ぶような取り組みなどもあったらいいのかなと思いました。 

 

（社会教育文化課長）岩間委員からお話があったとおり、図書館本来の機能といいますか、

どうしてもイベントが目立ってしまっているのですが、図書館としての機能を落とさな

いように、これからもミライニ係と連携して蔵書の内容とかの充実を図っていきたいと

思います。あと、学校図書館との連携も前々から図書館の課題でありまして、まだそれ

ほど成果というほどのものが出ていないんですが、これからの課題だというふうに考え

ております。 

 

（鈴木教育長）他にございますでしょうか。 

 ないようですので、次に報告事項２と報告事項３に進みたいと思います。担当課から一

括してお願いいたします。 

 

（企画管理課長）それでは、一括して報告事項２と報告事項３を続けて報告させていた

だきます。 

報告事項２ 令和５年度からの学校給食費改定について でございます。令和５年度

の物価高騰に伴い、賄材料費と保護者負担について、慎重に検討してまいりました

が、小・中学校ともに価格改定が必要と判断されるため、各小中学校長、市ＰＴＡ連

合会の会長及び次期会長予定者等へ意見を伺いまして、各小中学校から選出された２

名の校長と８名の委員から構成される学校給食運営委員会で給食費を２５円改定し、

小学校２８５円、中学校３３０円とすることの決定をしていただきました。 

なお、令和４年度の市議会６月定例会においては、物価高騰に伴いまして小学校給食

事業、中学校給食事業において、約２，５００万円を増額する歳出補正を行いまし

が、年度途中であるため給食費の改定は行わず、増額補正分に国の交付金を充当する

ことで、保護者負担を小学校２６０円、中学校３０５円に据え置きました。 

令和５年度は、給食費の価格改定を行いますが、改定額２５円に国の交付金を活用し

ますので、令和４年度と同様に保護者負担は増えないように配慮しております。 

 続きまして、報告事項３でございます。 

学校給食への異物混入について、令和４年１２月８日の異物混入につきましては、各

委員のみなさまへメールにて報告したところでございます。 
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テレビや新聞でも報道されました。 

本報告では、その後の続報として、異物混入の原因をミキサーのボール底部金属が剥

がれてしまった可能性が高いとの庄内保健所の見解を３ 原因及び調査の部分に記載

しております。 

４ 今後の対応に改善対策の報告を待ち提供の判断を行う。と記載しておりますが、

原因となった食パンを製造した事業者は学校給食から撤退する意向と聞いておりま

す。 

以上、報告いたします。 

 

（鈴木教育長）ただいまの報告につきまして、どちらでも構いませんのでご質問等ござい

ましたらお願いいたします。 

 

（鈴木教育長）ないようですので、次に報告事項４から報告事項６までについて、一括し

てお願いいたします。 

 

（社会教育文化課長）報告事項４から報告事項６までを報告させていただきます。 

報告事項の４ 令和４年酒田市成人式及び令和５年酒田市二十歳を祝う成人の集いに

ついて ご報告いたします。 

今月８日に開催しました二十歳を祝う成人の集いは、例年になく天候も穏やかで、７０

４人の参加がありましたが、今年度に実施した成人式と成人の集いの参加者内訳につい

てご報告いたします。 

４月３０日に実施しました成人式の参加者数は計７３６人で、全体の参加率は６２．

６％となっております。 

また今月実施しました二十歳を祝う成人の集いの参加率は６１．９％で、４月とほぼ同

じ割合となっております。参加者の内訳についてですが、市内在住者が３３０名で全体

に占める割合が４７％、市外在住者が３７４名で全体に占める割合は５３％となってお

ります。なお、対象者の総数を分母としました参加率についてですが、市内在住者が市

外在住者の半分程度にとどまっている原因として考えられることは２つありまして、一

つ目として市内に住所を置いている二十歳全員を対象者として抽出している関係上、約

１８０人いる庄内以外から転入している公益大生の場合、出身地の式典に出席するケー

スも多いと予想されることから、それらの学生については出席率が低いことが予想され

ます。二つ目として住所を異動しないまま遠隔地の学校に進学している対象者につきま

しては、対象者の区分は市内在住に分類されますが、出席者の区分では本人の申告によ

るため、市内に住所を置いていても市外在住というように回答されるケースが多数含ま

れているということが考えられるため、これらが原因ではないかととらえています。 

 これらの理由によりまして、住民異動届を行っていない参加者が多数含まれていると考

えられるので、対象者の実態を正確に把握することは難しい面があるようでした。 

次に報告事項の５ 酒田市民会館設置管理条例施行規則の一部改正について ご報告
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いたします。 

 このたびの改正は、主に施設使用許可の申請期限の見直しに関するものと様式の変更に

関するものとなります。 

主な改正内容としましては、ホールの使用許可申請期限について、今年度から実施して

おります職員のシフト勤務を前月下旬までに決定する関係上、現在、使用期日の１０日

前までとなっている申請期限を県内の他ホール並みの使用期日の４０日前までに改め

るほか、変更・取消しの申請期限についても同じく使用期日の４０日前までに改めるも

のです。 

また、使用許可申請書の様式を見直すほか、楽屋と附属設備の使用料を後納することが

できる規定を新たに整備するものであり、施行日を令和５年４月１日とするものであり

ます。 

次に報告事項の６ 酒田市文化芸術推進審議会の答申について ご報告いたします。 

昨年１０月２８日に開催されました令和４年度第１回酒田市文化芸術推進審議会にお

いて、令和３年度を評価期間とする酒田市文化芸術推進計画に基づく事業の評価につい

て諮問いたしました。同審議会での評価を経て、酒田市文化芸術推進審議会委員におい

て答申内容を審議いただき、令和５年１月１３日、別紙のとおり答申をいただきました。 

主な内容としましては、３つございまして、一つ目として、文化芸術事業の実施に当た

っては庁内連携し、全庁的に進めることとするほか、様々な格差に配慮して文化芸術供

給機会提供の強化を図ることとしております。 

二つ目として、文化芸術活動を支える人材の育成にあたっては、各機関や組織間の調整

を担うことができる市民コーディネーターの発掘・育成に努めることとされています。 

三つ目としましては、事業評価方法の見直しを図ることと答申をいただいております。 

私からの報告は以上です。 

 

（鈴木教育長）ただいまの報告について、ご質問等ございましたらどちらからでも構いま

せんのでお願いいたします。 

 

（岩間委員）二十歳を祝う成人の集いですけれども、なぜ市内の人が少なくて市外の人が

多いのかという説明を詳しくしていただいたので理解したところです。いずれにしても、

割と高い参加者なのかなと思ってみておりました。やはり、中学校区で集まるところに

その時の良い思い出があれば、やはり皆に逢いたいなという感情が働くのと、２年経っ

て地元に帰って来たいという気持ちがしっかりと根付いている証拠なのかなと個人的

に思いました。二十歳の成人式の後に、三十路式というのが別の所管が違うのかなと思

いましたが、やはり集まる理由というか帰ってくる場所が、機会があれば一度離れた子

ども達も一度酒田に帰ってきて、その時それぞれの頑張りをお互いに話し合って、いつ

かまた酒田に帰ってきて、Ｕターンをしてくるといったような何かのきっかけになるた

めに、そういう場をこの成人式ではなくて別の形ででも作っていかれたらいいのかなと

思いました。 
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（鈴木教育長）他にございますでしょうか。 

 ないようですので、次に報告事項７に進みたいと思います。説明をお願いいたします。 

 

（スポーツ振興課長）報告事項７ 白崎資金スポーツ優秀選手表彰について ご報告いた

します。 

白崎資金スポーツ優秀選手表彰は、かつて市内で開業していた医師、故白崎重弥先生の

ご厚意により設けられたもので、白崎先生の遺志に基づき、昭和５５年から行っている

ものになります。 

表彰対象者については、小学生が県大会以上で優勝。中学生が東北大会以上で優勝。高

校生・大学生・一般が国体・インターハイ等の全国大会で優勝、オリンピック・アジア

大会等の国際大会へ出場した選手となっております。 

受賞者については、令和５年１月１７日に開催された表彰審査会で、小学生８４名、中

学生２名、高校生３名、大学生１名の９０名を受賞者として決定しております。 

なお、１月１７日開催の審査会以降に各団体等より推薦された候補者については、教育

次長の決裁を経て、受賞者として決定します。 

表彰式については、令和５年２月２５日土曜日午前１０時から酒田市公益研修センター

でスポーツ協会表彰式と合同で開催いたします。 

教育委員のみなさまにはプレゼンターとして、受賞者へメダルの授与をお願いしたいと

考えておりますので、よろしくお願いします。 

なお、酒田市主催のスポーツ優秀選手の表彰事業は今年度で最後となります。 

以上、ご報告申し上げます。 

 

（鈴木教育長）ご質問等ございますでしょうか。 

ないようですので、報告事項は以上となります。 

 

― 非公開 ― 

 

（鈴木教育長）本日の案件は以上となりますが、事務局より他に何かございますか。 

 

（鈴木教育長）委員の皆様より何かございますでしょうか。 

 

（鈴木教育長）以上を持ちまして、本日の日程はすべて終了いたしましたので閉会いたし

ます。 


